
資料６ 

（仮称）小平市第四次長期総合計画策定の基本方針（概要） 

 

長期総合計画策定の趣旨  長期総合計画策定の位置づけ 

↓  ↓ 

市を取り巻く状況と課題を把握し、市民と

行政などそれぞれの主体が、今後のまちづ

くりの方向性や方策を共有し実現に向けて

取り組む 

 ・市の計画体系における最上位 

・長期総合計画と個別計画が有機的に連携

することで、市政を計画的に展開 

・小平市自治基本条例で策定を規定 

 

計画の構造 

 

 

計画の期間 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

R13 

(2031) 

R14 

(2032) 

12年間 

第 1期中期実行プラン 第 2期中期実行プラン 第 3期中期実行プラン 

 

計画の構成（案）  計画策定の視点 

序
章 

市の概況、市を取り巻く情勢、 

市の特徴、 

第三次長期総合計画の総括 

人口、財政、公共施設マネジメント 等 

・人口減少・少子高齢化の進行や公共施

設の更新時期の到来等、新たな課題への

対処とともに 50年後の小平市を見据える 

 

・地域住民、地域の多様な主体、行政が

つながり、地域を共に創っていく 

 

・持続可能な社会の構築 

第
１
章 

（基本構想） 

基本的な理念 

市の将来像 

目標年次、将来人口 

基本的な施策の体系 

第
２
章 

基本構想推進の方策 

 

・期間 12年間 
・市議会の議決を必要とする 
・まちづくりの基本理念や将来像と、これらを実現するための
まちづくりのビジョンを示す 
・市のすべての施策・事業は基本構想を実現するために実施さ
れる 

中期実行プラン 

基本構想 

・期間 4年間 
・重点施策や事業等を示す 
・基本構想を実現するための網羅的な施策体系 
・中期（4年）で実行する重点施策や事業を、各個別計画等に
よる施策や事業及び財源を踏まえ横断的に判断する 


